
今後の学校再編の考え方
・進め方について
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「“次期”学校再編基本計画」の策定に向けて

タウンミーティング

※本資料で使用している数値等は、令和６～７年度の学校再編審議会資料から引用しています。
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１．はじめに

全国的に進行している少子化により、茂原市においても
児童生徒数の減少傾向が続いています。

学校は、単に教科等の知識や技能を習得させるだけでな
く、集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合
い、切磋琢磨することを通じて、思考力や表現力、判断力、
問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身に付け
させる場所です。

学びの充実を図るには、一定の集団規模が必要で、過
度な小規模化の進行は望ましいものではありません。

このことから、茂原市教育委員会では、子供たちの学び
の質の向上を含めた、より良い教育環境を確保するため、
学校再編の取組を行っています。



２．茂原市学校再編基本計画とは
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（１）学校再編に関する計画の全体像

H29 R3 R8

基本計画 H29～R7の9年間 “次期”基本計画

第一次実施計画
H29～R2の4年間
・西陵中と冨士見中
・二宮小と緑ケ丘小

第二次実施計画
R3～R7の5年間
・本納小と新治小
・本納小と豊岡小
・南中と早野中

今回策定する計画

学校再編の基本的な考え方
を示した計画具体的な統合の組合せ

を示した計画



5

（２）現行の基本計画の内容

○学校再編の考え方
・教育環境の充実を最優先 ・再編にあたっての配慮

○学校再編の基本方針
・適正規模の維持 ・再編後の教育施設等の充実 ・通学手段・安全性の確保

○学校規模ごとの基本的な方向性

学級数 基本的な方向性

1～5学級 ・速やかに統廃合する

6学級
・今後児童数の増加が見込めなけ
れば、速やかに統廃合する

7～8学級
・今後児童数が減少し単学級とな
る見込みであれば統廃合を行う

9～11学級
・統廃合や学区の見直し等、適正
規模に近づける方策を検討する

12～18学級 （適正規模）

学級数 基本的な方向性

1～2学級

・速やかに統廃合する

3学級

4～5学級 ・今後生徒数が減少する見込
みであれば、統廃合や学区の
見直し等を行う6～8学級

9～18学級 （適正規模）

【小学校】 【中学校】
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①令和２年４月 西陵中学校 と冨士見中学校を統合

②令和３年４月 二宮小学校 と緑ケ丘小学校を統合

③令和５年４月 本納小学校 と新治小学校を統合

（④令和８年４月 南中学校 と早野中学校を統合（※条例改正済））

新たな人間関係を作り上げる力
の育成や、多様な考えに触れ、
互いに切磋琢磨する環境を
確保することができた。

一定の集団規模の確保
学校施設の
大規模改修

スクールバス
の導入

施設一体型の
小中一貫教育

学びの質の
向上

３．これまでの学校再編の取組と今後の状況

（１）これまでの学校再編の取組
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（２）児童生徒数の推移

茂原市の児童生徒数は、ピーク時の半数以下に減少し、
今後も減少が続くものと見込まれます。

区分
人数

（ピーク時の年度）

小学生 8,210人
（昭和58年度）

中学生 4,350人
（昭和62年度）

令和７年度の人数

3,255人

1,918人

60％減

56％減



8

現代の学校教育に求められること
（新学習指導要領）

一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あら
ゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら
様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会
の創り手となることができるようにすることが求められる。

令和７年度をもって、基本計画の
計画期間が満了となる。

今後も多くの学校で
小規模化が進むことが
見込まれている・・・

引き続き、子供たちの学びの質の向上を含めた、
より良い教育環境を確保していく必要がある。

充実した学び を展開していくには



４．茂原市学校再編審議会とは
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市の条例により設置されています。
教育委員会の諮問に応じ、所掌事務について調査審議し、答申します。

・小中学校の統合、廃止等再編に関すること
・通学区域の見直しに関すること
・その他、審議会が必要と認める事項に関すること

【所掌事務】

今後の学校再編の考え方

や進め方など、「“次期”学校

再編基本計画の骨子」につ

いて、様々な角度から検討し

ていただくよう諮問しました。

【諮問書】
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（１）これまでに示されている適正規模と、
現状の学校規模からみた学校再編の課題

●学校規模の標準（学校教育法施行規則）
小学校 ＝ １２学級以上１８学級以下
中学校 ＝ １２学級以上１８学級以下

法令では

茂原市教育委員会は、平成27年3月に「小中学校の適正規模」を定めました。

●適正規模
小学校 ＝ １２学級以上１８学級以下（１学年２～３学級）
中学校 ＝ ９学級以上１８学級以下（１学年３～６学級）

現行計画における学校統廃合の“指標”となる。

５．審議会における審議内容
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●適正規模を満たしていない学校の学級数と児童生徒数
【令和６年度】
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●適正規模を満たしていない学校の学級数と児童生徒数
【令和１２年度（推計）】
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●現行の基本計画における「学校規模ごとの基本的な方向性」
に、現在の状況を当てはめた場合

【小学校】
全体の学級数

基本的な方向性
（現行の基本計画）

学校数（全12校）

R6 R12推計

12～18学級 適正規模 6 4

9～11学級 ・統廃合や学区の見直し等、適正規模に近づける方策を検討す
る

0 2

7～8学級 ・今後児童数が減少し単学級となる見込みであれば統廃合を行う 4 0

6学級 ・今後児童数の増加が見込めなければ、速やかに統廃合する 2 6

1～5学級 ・速やかに統廃合する 0 0

【中学校】
全体の学級数

基本的な方向性
（現行の基本計画）

学校数（全6校）

R6 R12推計

9～18学級 適正規模 4 4

6～8学級 ・今後生徒数が減少する見込みであれば、統廃合や学区の見直
し等を行う

（2） 0

4～5学級 0 （2）

3学級
・速やかに統廃合する

0 0

1～2学級 0 0
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適正規模を満たしていない学校は・・・

令和１２年度（推計）では、小学校は、全１２校のうち

６校が、「速やかに統廃合する」に該当してくる。

これは、小学校の半数を統廃合しなければならない

状況となる。

学校の適正配置など、大きな課題が生じる。
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適正規模を満たしていない学校は・・・

“適正規模”
が統廃合の指標

“充実した学びができる
児童生徒数”

に着目してはどうか

これまでは
１学年あたり１学級
の学校が増加

今後は、小規模でも

小規模校のメリットを生かし、

デメリットを最小化するよう、学

校の創意工夫によって 運営

を行っている。

過度に小規模化した
場合には、学校運営
の工夫だけでは課題
の解消が難しくなる。

しかしながら・・・

学校では
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（２）「茂原市立小中学校の再編に関する
アンケート調査」の集計結果
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（３）「許容できる学校規模の下限（許容規模）」の設定

●アンケート調査の結果から

適正規模を下回ったとき １５％の人が統合を受け入れることができる

全学年が１学級となり、
１学級あたり２０人程度になったとき

５０％の人が統合を受け入れることができる

全学年が１学級となり、
１学級あたり１５人程度になったとき

６９％の人が統合を受け入れることができる

適正規模を下回ったとき ７％の人が統合を受け入れることができる。

全学年で
クラス替えができなくなったとき

５２％の人が統合を受け入れることができる

全学年が１学級となり、
１学級あたり２０人程度になったとき

７０％の人が統合を受け入れることができる

【小学校】 Q：学校統合はやむを得ないと考える規模

【中学校】 Q：学校統合はやむを得ないと考える規模
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●現代の学校教育の視点から

千葉県の県庁所在
地はどこですか？

地図帳を使って調べ
ましょう。

なぜ、千葉市が千葉
県の県庁所在地に
なったと思います
か？

あなたが政府だった
ら、千葉県のどこを
県庁所在地にします
か？

習得 活用 探究

協働的な学びとは・・・
子供同士や地域の方々と話し合いや意見交換を行い、互いの意見を尊重
しながらひとつの結論をまとめていくような学習 など
（例）・班で議論してまとめたものを学級内で発表し合う

・地域の方々との交流を通して、考えや思いを聞き、自分たちの考え
をまとめる。

探究的な学習や体験活動などを通じて、これからの時代に求められる資質・

能力を身につけるような協働的な学びの充実 が求められている。
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協働的な学びの充実とは・・・

知識・技能
の習得

一斉授業
少人数指導 など

＆
加えて

グループ学習
探究学習・体験活動 など

他者とコミュニケーションを図りながら、
新たな知識を創り出したり、
新たな問題を解決したりする資質や
能力を育む。

自立した人間として、他者
と共に、より良く生きていく
ことができるようにする。

多様な
ものの見方・考え方

に触れる

協働的な
学び
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茂原市教育委員会が考える 教科・領域等における
効果的な教育活動が確保できると考えられる最小の集団規模

４人×４グループ＝１６人

協働的な学びの実施からみた必要な人数

４人×３チーム＝１２人
８人×２チーム＝１６人

体育科での球技種目
からみた必要な人数

合唱・合奏が
実施できる人数

音楽科からみた必要な人数
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●子供の発達段階の特性等の視点から

【小学校】

・学習の素地の形成。
・つまずきを早期に見出し、
指導上の配慮を行う。

・抽象的な思考力の高まり。
・多様な学習形態の中で、
協働的な学びによって、多
様な考え方に触れ、理解を
深める。

学級担任による
きめ細かな指導

教科担任制の
授業を拡充

低
学
年

高
学
年

活動の範囲が広がり、社会マナーや人との関わり方を
身に付けていく時期。
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●子供の発達段階の特性等の視点から

【中学校】

・多面的な評価のもとで個性を
伸ばす。
・多様な人間関係の中で、多様
な考え方に触れ、生き方を学び、
将来の社会人としてのたくまし
さを身に付ける。

一定の集団規模

・抽象的、論理的な思考の発達。
全教科に教員が配
置できる学校規模

思春期の入り口にあたり、自らの生き方を模索しはじめる
時期であり、仲間集団からの影響が大きくなる。
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●学校運営の視点から

【小学校】

学級担任制が基本
一部の教科を専科教員が担当（※今後、拡充される見込み）

学級数が少なくなると・・・

学級数に応じて配置される学級担任以外の教員
（＝増置教員）が少なくなる。

専科授業を十分に
行うことが難しくなる。

グループ別指導・
習熟度別指導など
の多様な指導方法
がとれない。
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●学校運営の視点から

【中学校】

教科担任制が基本（※学習内容が高度になるため、教科ご
との教員免許状を有する教員により授業が行われる）

学級数が少なくなると・・・

配置される教員が少なくなり、すべての教科に
教員を配置することができない。

免許外指導や
非常勤職員での
対応となる。

放課後や勤務していな
い日に、指導を受けたり、
相談したりすることがで

きない。
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●許容できる学校規模の下限（許容規模）

許容できる学校規模の下限

児童生徒数
に着目
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●許容できる学校規模の下限（許容規模）

許容できる学校規模の下限（許容規模）

小学校
各学年１学級で、１学級１５人程度

（全校児童９０人程度）

許容できる学校規模の下限（許容規模）

中学校
各学年２学級
かつ

全教科で教員を配置できる規模を目安とする
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なお・・・

【複式学級について】

極めて児童生徒数が少ない場合に、異なる学年で１つの学
級を編成するもの。（※担任１人で２つの学年を指導）

１学年 ２学年 ３学年 ・ ４学年 ５学年 ６学年

担任 担任 担任 担任 担任

複式学級の例 １６人以内の場合に編成

授業では、教員が一方の学年を
指導している間、他の学年は自学
自習となる。

特別な指導技術が求められる。

課題が極めて
大きい
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●許容できる学校規模の下限（許容規模）

学校規模ごとの基本的な方向性

【小学校】
全体の学級数・児童数

基本的な方向性

1～5学級 ・複式学級の解消のために、速やかに統廃合を検討する。

6学級

学級15人未満 ・統廃合を検討する。

学級15人以上
・学校運営の状況を確認し、課題解消の手立てや支援策を検討する。
課題が大きい場合には、統廃合を検討する。

7～11学級 ・学校運営の状況を確認し、課題解消の手立てや支援策を検討する。

12学級～

【中学校】
全体の学級数

基本的な方向性

1～2学級 ・複式学級の解消のために、速やかに統廃合を検討する。

3～5学級
・クラス替えができず、教員を配置できない教科があるため、統廃合を
検討する。

6～8学級
・教職員の配置や学校運営の状況を確認し、課題解消の手立てや支援
策を検討する。課題が大きい場合には、統廃合を検討する。

9学級～
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（４）学校再編の進め方

実施計画
（具体的な

統合の組合せ）

保護者・
地域住民の
合意形成

学校統合

●これまでの進め方における課題

学校では、学校運営を工
夫していることから、保護
者・地域住民に小規模校
の課題が認識されづらい。

統合校の立地条件や
通学経路が心配なこ
とから、統合の合意
に至らない。

地域の拠点機能が維
持・継続できるか心配
なことから、統合の合
意に至らない。

合意形成に時間を要する

多様な考え・意見

更なる小規模化の
進行が懸念される
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●現代の地域社会の状況

・グローバル化 ・人口減少の進行 ・共生社会 ・児童虐待
・貧困問題 ・地域社会のつながりや支え合いの希薄化

・子供たちの規範意識や社会性等の課題
・複雑化、多様化した学校の課題に伴う教職員の勤務負担

学校が抱える課題の
複雑化・多様化

地域社会づくりや地域の課題解決においては、
従来型の行政サービスの在り方だけでは対応できなく
なっており、地域の様々な主体と連携・協働することが
推奨されている。

対応策

地域協働
の考え方を導入
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●地域協働を導入した学校再編のプロセス

①
平常時から定期的に、学校再編とは関係なく、“学校のビジョン”
や“課題”について話し合う「懇談会」を持つことで、学校を取り巻
く様々な事柄について、地域と学校とが現状を共有していく。

「懇談会」の話し合いの中で、学校再編を含めた小規模化への
対応が必要となった場合には、学校区において「検討会議」を開
催し、地域の意向をまとめる。

②

「検討会議」で出された学校再編の組合せ校同士で、統合につ
いて協議・検討を行い、合意が得られた場合に、実施計画の策
定に移行する。

③

学
校
再
編
の
取
組
に
地
域
協
働
の
考
え
方
を
導
入

日頃から共有

十分な理解

合意形成
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●これまでのプロセスとの比較（イメージ）

これまで これから

①実施計画（統合の組合せ）の策定
・審議会での検討
・教育委員会の決定

②実施計画に従った合意形成
・説明会
・話し合い
・両校の代表者会議

③統合準備
・統合準備委員会
・議会の議決
・学校環境整備

④統合

②合意形成
・地域検討会議
・両校の代表者会議

①平常時から
・地域懇談会

③実施計画の策定
・審議会での検討
・教育委員会の決定

④統合準備
・統合準備委員会
・議会の議決
・学校環境整備

⑤統合

合意

合意

十分な
説明

日頃から
学校の

ビジョンを
共有

地域協働
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●地域懇談会の枠組み

まちづくり
の視点

小中一貫
教育推進
の視点（都市計画マスター

プラン地区別構想）

中学校区を枠組みとした
地域懇談会

（中学校区を基本として学校再編を検討）

複数校の参加者が集まるため、その地域全体を
俯瞰的に見ることができ、自校では気付かない
部分を補えるなど、客観的な考え方での話し合
いができる。
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●中学校区を基本として学校再編を進めるにあたって

通学区域（学区）の課題と対応策

小学校から中学校に進学
する際に、複数の中学校
に分かれる小学校がある。

小・中学校の
円滑な接続

小中一貫教育
の推進

課

題

それぞれの地域に存する
多様かつ複雑な課題やニーズに対応して

いく必要がある。

地域協働
による検討

学区の検討は

学区の課題は、その他にも様々なことが考えられる。



36

●茂原市学校再編審議会からの答申

令和７年８月２２日 答申書が提出されました。

「茂原市立小中学校の再編に関する基本的な考え方（次期基本計画の骨子）」

答申書の内容はこちらからご覧になれます。
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●現行の基本計画と“次期”基本計画の骨子の比較（主要部分）

○学校再編の考え方
・教育環境の充実を最優先
・再編にあたっての配慮

○学校再編の基本方針
・適正規模の維持
・再編後の教育施設等の充実
・通学手段・安全性の確保

○学校規模ごとの基本的な方向性
・適正規模を学校再編の指標

○学校再編の考え方
・教育環境の充実を最優先
・再編にあたっての配慮

○学校再編の基本方針
・協働的な学びのための教育環境
・地域協働による学校再編
・教育施設等の充実

○学校規模ごとの基本的な方向性
・許容できる学校規模の下限（許容規模）
を学校再編の指標

○学校再編の進め方
・地域協働による取組
・中学校区を枠組みとした地域懇談会
・合意に基づく実施計画

現行の基本計画 “次期”基本計画の骨子
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教育委員会 市民・地域等

（令和7年）
10月19日

11月9日

11月16日

（令和8年）
3月

6月

9月

“次期”学校再編基本計画

（素案）の作成

“次期”学校再編基本計画

の策定

タウンミーティング
・市役所市民室
・五郷福祉センター

タウンミーティング
・東郷福祉センター

タウンミーティング
・総合市民センター
・本納公民館

パブリックコメント

※現時点での予定
６．“次期”基本計画策定までのスケジュール
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今後の学校再編の考え方・進め方について
皆様のご意見をお聴かせください。

フォームからもご意見を受け付けています。

令和６年度から令和７年度にかけて開催した学校再編審議会の詳細は、教育総務課ウェブページでご覧いただけます。


